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＜全銀協が盗難通帳の被害救済自主ルールを策定＞ 

全銀協は、預貯金者保護法の保護対象となっていない「盗難通帳」や「インターネ

ット・バンキング」による預貯金等の不正払戻しの被害救済に対する自主ルールを

策定し、平成 20 年２月 19 日に公表した。 

盗難通帳やインターネット・バンキングによる預金等の不正払戻しについて、

銀行に過失がない場合でも、被害について顧客自身の責任によらずに遭われた被

害については補償をおこなうこととし、以下のように預貯金者保護法に準じた取

扱いが基本となっている。 
 

全銀協 自主ルール 
過失の程度 

盗難通帳 インターネット・バンキング 

重過失 補償なし 

軽過失 75％補償 
金融機関が補償割合を判断 

無過失 全額補償 全額補償 

 重過失：他人に通帳を渡す 

軽過失：印鑑と通帳を同じ引出しに保管、車のダッシュボードなど他人の目につき

やすい場所に通帳を放置など。 

その他 

 

（1）全国健康保険協会の設立 

平成 20 年 10 月に、全国健康保険協会が新たな保険者として設立され、国から独

立した健康保険（全国健康保険協会管掌健康保険：略称「協会けんぽ」）として発足

する。協会けんぽは、都道府県単位で財政運営を行なう方式が採用され、都道府県

ごとの医療費を反映した保険料率が設定される。 

 （2）国民健康保険料（税） 

平成 20 年度の国民健康保険料（税）の限度額は、後期高齢者支援金（12 万円限度）

を含めて年 59 万円が限度とされます。 

なお、世帯内の国民健康保険の被保険者全員が 65 歳以上 75 歳未満である場合、

かつ、世帯主の年金額が 18 万円以上の場合の国民健康保険料（税）は、原則として

年金から特別徴収される。 

以 上 
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